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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

３．平成16年８月20日付をもって株式１株を２株に分割しております。 

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） 47,526,782 48,946,118 56,150,262 98,042,886 99,864,940 

経常利益（千円） 805,392 1,026,169 1,230,479 1,313,232 2,526,322 

中間(当期)純利益（千円） 365,041 451,484 538,785 500,586 1,019,931 

純資産額（千円） 6,612,816 7,088,653 7,991,661 6,748,488 7,519,841 

総資産額（千円） 32,645,239 30,128,643 33,873,288 32,481,110 34,778,367 

１株当たり純資産額（円） 937.72 503.42 570.85 958.28 537.22 

１株当たり中間(当期)純利益

（円） 
53.53 32.06 38.48 72.98 72.45 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 20.3 23.5 23.6 20.8 21.7 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
74,377 849,548 △471,310 1,382,262 2,565,962 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△1,031,669 △309,254 △647,006 △1,472,851 △1,561,999 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
891,636 △49,161 263,405 △791,864 △179,428 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
3,482,711 2,618,541 2,298,996 2,665,913 3,153,892 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数](人) 

613 

(827) 

579 

(891) 

610 

(1,062) 

565 

(821) 

551 

(926) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

３．平成16年８月20日付をもって株式１株を２株に分割しております。 

回次 第42期中 第43期中 第44期中 第42期 第43期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高（千円） 39,581,338 39,647,821 45,808,849 81,167,624 85,179,922 

経常利益（千円） 482,099 851,048 896,394 745,959 2,293,205 

中間(当期)純利益（千円） 207,900 188,474 457,922 249,977 857,956 

資本金（千円） 1,529,572 1,529,572 1,529,572 1,529,572 1,529,572 

発行済株式総数（株） 7,056,100 14,112,200 14,112,200 7,056,100 14,112,200 

純資産額（千円） 6,397,446 6,512,708 7,435,889 6,439,651 7,044,932 

総資産額（千円） 29,655,963 27,781,335 30,564,400 29,337,180 30,772,205 

１株当たり純資産額（円） 907.18 462.52 531.15 914.66 503.29 

１株当たり中間(当期)純利益

（円） 
30.49 13.39 32.71 36.44 60.95 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

１株当たり中間（年間）配当

額（円） 
－ 5.00 5.00 15.00 10.00 

自己資本比率（％） 21.6 23.5 24.3 21.9 22.9 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数](人) 

566 

(655) 

522 

(684) 

544 

(871) 

529 

(631) 

506 

(736) 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 事業の種類別セグメントを記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しており

ます。 

      ２．店舗の大型化に伴い臨時雇用者が増加しました 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しておりま

す。 

     ２．店舗の大型化に伴い臨時雇用者が増加しました。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の所有割
合又は被所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社）  

㈱オー．ティー． 

エス 

 東京都品川区 50  人材派遣業 100.0 
 グループ会社へ

の人材派遣 

平成17年９月30日現在

事業部門の名称 従業員数（人） 

販売 566 (1,044)  

管理 44    (18)  

合計 610 (1,062)  

平成17年９月30日現在

従業員数（人） 544 (871)  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等、明るい兆しは見られたものの、原油価

格の高騰や税負担増などの先行き不安感のため、個人の消費マインドは依然として予断を許さない状況が続きまし

た。 

 当社をとりまく業界は、大型薄型テレビ、ハードディスクレコーダー等のデジタル家電商品が順調に販売台数を伸

ばしました。しかし、一方では価格競争の激化および大幅な単価ダウンで業界内では消耗戦の様相を呈し、結果とし

て業界全体での販売金額の伸びは微増となりました。パソコンにつきましては個人需要は引き続き低迷し、加えて低

価格商品の増加により販売単価は下落しております。このような状況から当業界内では企業間の優勝劣敗が明確化し

企業の再編成が進展を見せております。 

 このような状況の下、当社では前期２月から当期９月にかけてスクラップ＆ビルドを推進し、不採算店や新店と商

圏が重なる４店舗を閉鎖し、その一方で、新たに4店舗開店いたしました。（でんわ専門店の２店舗を除く。）ま

た、家電部門やＡＶ部門の強化等を目的に、6店舗を改装しリニューアルオープンいたしました。 

 当社における販売の状況につきましては、昨年夏季にオリンピック、猛暑があり反動減が懸念されたものの、ＡＶ

家電等のデジタル家電商品が比較的好調な売上の推移をいたしました。また、携帯電話も第３世代携帯電話が牽引

し、販売台数は昨年に比べ堅調な伸びを示しました。 

企業の再編成につきましては、前期末に当社と業務提携を行った㈱55ステーションが会社更生法申請し、結果は結実

しておりませんが、経営理念を共有できる企業とのＭ＆Ａや企業提携につきましては、今後とも可能性を視野に入れ

た経営を行ってまいります。 

 このような結果、当中間期売上高は45,808百万円（前年同期比15.5％増）となり、経常利益896百万円、中間純利

益457百万円（同142.9％増）となりました。また、グループ全体では、連結中間売上高56,150百万円（同14.7％増）

経常利益1,230百万円（同19.9％増）、中間純利益538百万円（同19.3％増）となりました。 

(2）キャッシュフロー 

当連結会計年度上期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、たな卸資産の増加および仕入債務

の減少により△471百万円（前年同期比1,320百万円減）となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、大型新規出店に係る固定資産の取得による支出の増加に

より△647百万円(同337百万円減)となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、主に長期借入による収入の増加により263百万円(同312

百万円増)となりました。 

 以上の結果、「現金および現金同等物の期末残高」は期首残高に比べ857百万円減少し2,299百万円となりました。



２【仕入及び販売の状況】 

(1）品目別仕入高 

 （注） 記載の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）品目別売上高 

 （注） 記載の金額には消費税等は含まれておりません。 

品目 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

パソコン 11,005,869 107.2 

通信・ＯＡ機器 15,230,223 128.3 

コンピュータ関連商品 5,479,618 99.0 

テレビ 4,115,557 129.3 

ビデオ 1,993,040 111.7 

オーディオ 1,385,251 131.0 

オーディオ・ビジュアル関連商品 634,016 103.7 

季節品 2,026,074 132.2 

家電品 4,559,073 129.4 

工事・サービス 887,640 96.1 

その他 349,366 189.8 

合計 47,665,731 117.8 

品目 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

パソコン 11,937,164 102.4 

通信・ＯＡ機器 17,837,616 125.8 

コンピュータ関連商品 6,829,895 100.5 

テレビ 4,658,400 124.6 

ビデオ 2,135,315 105.3 

オーディオ 1,529,020 114.6 

オーディオ・ビジュアル関連商品 1,051,712 126.2 

季節品 2,565,363 122.6 

家電品 5,495,005 126.0 

工事・サービス 869,052 112.0 

その他 1,241,714 108.4 

合計 56,150,262 114.7 



(3）所在地別売上高 

 （注） 記載の金額には消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

わが国経済は、企業収益は好調であるものの、原油価格の高騰や税負担増への懸念等により個人消費の本格回復に

は不透明感が漂い、当社を取り巻く環境は引き続き厳しいものとなると予想されます。そうした状況におきまして、

当社グループが置かれている環境は、デジタルＡＶ家電商品を中心に順調な伸びを示すものと予想されますが、業界

全体においては個人消費の動向は引き続き厳しいことが予想され、需要の拡大はさほど期待できないと考えておりま

す。こうした環境下、当社グループは、持ちうる経営資源をより有効活用することで強固な経営基盤を築くと同時

に、今後ともお客様の立場にたったサービスの提供と品揃えを追求すべく様々な挑戦を続けてまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 

事業所 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額（千円） 前年同期比（％） 

神奈川県 30,310,972 114.4 

東京都 8,298,999 106.5 

静岡県 6,250,617 108.3 

埼玉県 6,190,667 109.6 

山梨県 3,231,873 121.7 

長野県 957,102 172.8 

千葉県 910,029 2,580.3 

合計 56,150,262 114.7 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設について完了したものは

次のとおりであります。  

  （注）面積中の（ ）内は賃貸部分であり外書で示しております。  

(2) 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設は次のとおりであります。   

  （注）面積中の（ ）内は賃貸部分であり外書で示しております。  

設備名 区分 設備の内容 
床面積 
（㎡） 

予算金額 
（千円） 

既支払額 
（千円） 

資金調達方
法 

着工年月 完成年月 

 四季の森店 

（神奈川県横浜市） 
新設店舗  

敷金 

設備造作等 
（2,780） 150,000 130,000 

自己資金及

び借入金 
 平成16年9月  平成17年4月 

 秦野店 

（神奈川県秦野市） 
新設店舗 

敷金 

設備造作等 
(3,471)  100,000 92,000 

自己資金及

び借入金  
 平成17年4月  平成17年4月 

計 － － （6,251）  250,000 222,000 － － － 

設備名 区分 設備の内容 
床面積 
（㎡） 

予算金額 
（千円） 

既支払額 
（千円） 

資金調達方
法 

着工年月 完成年月 

 豊洲店 

 （東京都江東区） 
新設店舗  

敷金  

設備造作等 
（2,650）  130,000 120,000 

自己資金及

び借入金 
 平成17年8月  平成17年10月

 他２店舗 

  
新設店舗  

敷金 

設備造作等 
（4,450）  190,000 － 

自己資金及

び借入金 
 平成18年2月  平成18年 4月

計 － － (7,100)  320,000 120,000 － － － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約引受権付社債の権利行

   使により発行されたものは含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりでありま

す。 

①平成13年7月14日定時株主総会決議 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 56,000,000 

計 56,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月21日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 14,112,200 14,112,200 ジャスダック証券取引所 － 

計 14,112,200 14,112,200 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 150,000 150,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 563 563 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年12月21日 

至 平成20年３月31日 

自 平成17年12月21日 

至 平成20年３月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     563 

資本組入額    563 

発行価格     563 

資本組入額    563 

新株予約権の行使の条件 

取締役および使用人につ

いては取締役または使用

人たる地位を失った後も

行使することができる。

また、被付与者が死亡し

た場合は、相続人が行使

することができる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

付与された権利を第三者

譲渡、質入その他処分を

することはできない。 

同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年4月1日～

平成17年9月30日 
－ 14,112,200 － 1,529,572 － 1,945,518 



(4）【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が14,200株（議決権の数142個）が含まれ

ております。 

平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

野島 廣司 神奈川県相模原市弥栄１－７－２ 1,986 14.08 

野島 隆久 神奈川県相模原市中央３－３－３ 1,939 13.75 

野島 絹代 神奈川県相模原市弥栄１－７－２ 1,906 13.51 

有限会社ノマ 神奈川県相模原市中央３－３－３ 750 5.31 

有限会社ケイエッチ 神奈川県相模原市渕野辺１－２－２１ 750 5.31 

株式会社世真 大阪府大阪市中央区本町橋２-１６ 537 3.81 

株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１ 424 3.00 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 410 2.91 

 クレディエットバンクエス

エイルクセンブルジョワー

ズ－シリウスファンド－ジ

ャパンオパチュニティズサ

ブファンド 

43 boulevard Royal L-2995 Luxembourg 250 1.77 

日本信販株式会社 文京区本郷３－３３－５ 212 1.50 

計 － 9,166 64.95 

平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    112,500 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,999,500 139,995 － 

単元未満株式 普通株式        200 － － 

発行済株式総数 14,112,200 － － 

総株主の議決権 － 139,995 － 



②【自己株式等】 

 （注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が200株（議決権の数２

個）あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「議決権のある株式数」（その他）に含まれており

ます。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。 

平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社ノジマ 
神奈川県相模原市横

山一丁目１番１号 
112,500 － 112,500 0.80 

計 － 112,500 － 112,500 0.80 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 765 843 919  949 919 999 

最低（円） 630 690 785  850 830 906 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）について、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第

３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）について、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30

日まで）の中間財務諸表について、霞が関監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２  3,801,850   3,482,349   4,337,210  

２．受取手形及び売掛
金 

   3,390,357   4,855,643   5,435,297  

３．たな卸資産   8,571,229   10,151,547   9,799,479  

４．その他   1,171,115   1,698,474   1,475,769  

５．貸倒引当金   △9,887   △489,505   △465,345  

流動資産合計   16,924,665 56.2  19,698,508 58.2  20,582,410 59.2 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物及び構築物 ※２  3,497,832   3,630,109   3,659,186  

２．土地 ※２  1,644,761   1,644,761   1,644,761  

３．その他   905,017   1,037,216   965,418  

有形固定資産合計   6,047,610 20.0  6,312,086 18.6  6,269,365 18.0 

(2）無形固定資産                 

 １．連結調整勘定   －    383,671    399,365   

 ２．その他   266,001    303,914    305,108   

   無形固定資産合計   266,001 0.9  687,585 2.0  704,473 2.0 

(3）投資その他の資産           

１．差入敷金及び保
証金 

※２  4,809,010   4,893,081   4,950,690  

２．その他 ※２  2,106,942   2,307,614   2,297,012  

３．貸倒引当金   △25,587   △25,587   △25,587  

投資その他の資産
合計   6,890,365 22.9  7,175,108 21.2  7,222,117 20.8 

固定資産合計   13,203,978 43.8  14,174,780 41.8  14,195,956 40.8 

資産合計   30,128,643 100.0  33,873,288 100.0  34,778,367 100.0 

           

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

   6,866,798   8,448,160   9,739,441  

２．短期借入金    730,000   350,000   690,000  

３．１年以内返済予定
長期借入金 

※２  2,074,472   2,655,359   2,464,560  

４．１年以内償還予定
社債   100,000   1,120,000   120,000  

５．未払金   1,836,312   2,160,359   2,385,976  

６．未払法人税等   287,237   508,275   654,178  

７．賞与引当金   193,014   49,341   8,690  

８．その他    596,084   706,172   775,899  

流動負債合計   12,683,920 42.1  15,997,669 47.2  16,838,746 48.4 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   1,600,000   570,000   1,630,000  

２．長期借入金 ※２  6,449,280   6,635,880   6,066,600  

３．販売商品保証引当
金   734,811   727,063   753,592  

４．役員退職引当金   101,717   116,716   111,395  

５．退職給付引当金   757,984   726,086   715,714  

６．その他   442,622   484,866   466,444  

固定負債合計   10,086,416 33.5  9,260,613 27.4  9,743,747 28.0 

負債合計   22,770,336 75.6  25,258,282 74.6  26,582,493 76.4 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   269,653 0.9  623,344 1.8  676,032 1.9 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,529,572 5.1  1,529,572 4.5  1,529,572 4.4 

Ⅱ 資本剰余金   1,945,518 6.5  1,945,518 5.7  1,945,518 5.6 

Ⅲ 利益剰余金   3,590,814 11.9  4,553,979 13.4  4,086,371 11.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   35,384 0.1  51,395 0.2  41,989 0.1 

Ⅴ 自己株式   △12,636 △0.1  △88,802 △0.2  △83,609 △0.2 

資本合計   7,088,653 23.5  7,991,661 23.6  7,519,841 21.7 

負債、少数株主持分
及び資本合計   30,128,643 100.0  33,873,288 100.0  34,778,367 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   48,946,118 100.0  56,150,262 100.0  99,864,940 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  41,306,124 84.4  47,290,722 84.2  83,952,584 84.1 

売上総利益   7,639,994 15.6  8,859,540 15.8  15,912,355 15.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費           

１．広告宣伝費  821,404   984,740   1,976,056   

２．貸倒引当金繰入額  471   13,983   464   

３．給料手当・賞与  1,983,889   2,431,578   4,431,981   

４．賞与引当金繰入額  193,014   49,341   8,690   

５．役員退職引当金繰
入額  6,100   8,402   9,954   

６．退職給付費用  57,563   51,919   21,559   

７．地代家賃  1,154,408   1,307,067   2,342,433   

８．減価償却費  290,787   347,047   613,722   

９．その他  2,346,745 6,854,386 14.0 2,806,673 8,000,752 14.3 4,358,849 13,763,712 13.8 

営業利益   785,608 1.6  858,788 1.5  2,148,642 2.1 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  12,242   13,685   28,752   

２．仕入割引  345,404   392,323   723,957   

３．その他  39,790 397,436 0.8 79,934 485,943 0.9 94,106 846,816 0.9 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  115,356   98,835   229,612   

２．社債利息  9,475   9,501   12,287   

３．その他  32,043 156,875 0.3 5,915 114,252 0.2 227,236 469,137 0.5 

経常利益   1,026,169 2.1  1,230,479 2.2  2,526,322 2.5 

Ⅵ 特別利益           

１．投資有価証券売却
益  1,045   43,708   6,811   

２. 持分変動益  209,894   －   209,894   

３．投資有価証券評価
損戻入益  －   46,921   －   

４．その他特別利益  － 210,940 0.4 10,467 101,097 0.2 238 216,944 0.2 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除売却損 ※２ 59,763   187,447   108,210   

２．保証金等解約損  27,643   7,220   68,490   

３．投資有価証券評価
損  35,895   －    32,056   

４．会員権評価損  14,000   －    －   

５. システム障害に伴
う過年度たな卸減
耗損 

 356,323   －    356,323   

６．減損損失  ※3 －   37,355   －   

７．電話加入権評価損  －   －   71,045   

８．その他特別損失  9,043 502,669 1.0 32,332 264,355 0.5 34,563 670,689 0.6 

（当期）税金等調
整前中間純利益   734,440 1.5  1,067,221 1.9  2,072,577 2.1 

法人税、住民税及
び事業税  266,285   462,970   927,285   

法人税等調整額  △8,032 258,253 0.5 26,676 489,647 0.8 50,211 977,496 1.0 

少数株主利益   24,702 0.0  38,787 0.1  75,148 0.1 

中間（当期）純利
益   451,484 1.0  538,785 1.0  1,019,931 1.0 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高    1,945,518   1,945,518   1,945,518 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残
高   1,945,518  1,945,518  1,945,518 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高    3,240,840   4,086,371   3,240,840 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  451,484  538,785  1,019,931  

２．連結子会社減少に伴う増加高  4,096 455,581 － 538,785 4,096 1,024,028 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  105,606  69,988  176,011  

２．自己株式処分差損  － 105,606 1,189 71,178 2,485 178,496 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残
高   3,590,814  4,553,979  4,086,371 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー     

税金等調整前中間（当期）純
利益  734,440 1,067,221 2,072,577 

減価償却費  347,891 413,693 696,916 

減損損失  － 37,355 － 

退職給付引当金の増加額(△
減少額)  28,879 10,372 △34,866 

支払利息  115,356 98,835 229,612 

投資有価証券売却益  △1,045 △43,708 △6,811 

有形固定資産除売却損  59,763 187,447 108,210 

有形固定資産売却益  － － △100 

投資有価証券評価損  35,895 － 32,056 

投資有価証券評価益  － △46,921 － 

保証金等解約損  27,643 7,220 － 

売上債権の減少額（△増加
額）  265,104 638,659 △683,770 

たな卸資産の減少額（△増加
額）  363,222 △663,168 △782,429 

仕入債務の増加額(△減少額)  △186,413 △1,331,000 2,007,389 

持分変動益  △209,894 － △209,894 

その他  46,650 △161,818 274,215 

小計  1,627,493 214,187 3,703,108 

利息及び配当金の受取額  13,990 15,908 31,078 

利息の支払額  △116,226 △112,478 △226,302 

法人税等の支払額  △675,709 △588,928 △941,922 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー  849,548 △471,310 2,565,962 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー     

定期預金の預入による支出  △31 △34 △40 

投資有価証券の取得による支
出  － △2,000 － 

投資有価証券売却による収入  1,150 50,708 7,190 

子会社株式の取得による支出  － △59,901 － 

連結範囲変更を伴う子会社株
式取得による支出   － △58,798 － 

有形固定資産の取得による支
出  △393,448 △583,123 △821,275 

有形固定資産の売却による収
入  47,250 － 49,833 

無形固定資産の取得による支
出  △107,977 △80,359 △123,560 

長期前払費用の取得による支
出  － － △63,882 

差入敷金及び保証金の預入に
よる支出  △149,253 △97,114 △646,308 

差入敷金及び保証金の償還に
よる収入  160,176 125,437 343,818 

その他  132,881 58,180 △307,774 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー  △309,254 △647,006 △1,561,999 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度の要約連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

     

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー     

短期借入金純減額  △365,000 △341,320 △405,000 

長期借入による収入  1,000,000 2,000,000 2,100,000 

長期借入金の返済による支出  △1,126,046 △1,254,780 △2,218,638 

社債の発行による収入  － － 100,000 

社債の償還による支出  △50,000 △60,000 △100,000 

少数株主からの払込による収
入  596,625 － 596,625 

自己株式の取得による支出  － △9,760 △78,244 

配当金の支払額  △104,740 △70,734 △174,171 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー  △49,161 263,405 △179,428 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算 
  差額   － 16 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）  491,132 △854,895 824,533 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  2,665,913 3,153,892 2,665,913 

Ⅶ 新規連結による現金及び現金同
等物の増加額  － － 201,949 

Ⅷ 連結除外による現金及び現金同
等物の減少額  △538,504 － △538,504 

Ⅸ 現金及び現金同等物中間期末
（期末）残高  2,618,541 2,298,996 3,153,892 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数  ３社 

ソロン㈱ 

㈱テレマックス 

㈱ブロードバンド・ジャパン 

 ㈱デジタル・ルネッサンスは休

眠会社となったため、当中間連結

会計期間の期首より連結の範囲か

ら除外しております。また、㈱イ

ーネット・ジャパンは公募増資よ

り持分割合が減少したため、当中

間連結会計期間末に連結の範囲か

ら除外しておりますが、連結除外

までの期間の損益、剰余金及びキ

ャッシュ・フローは中間連結損益

計算書、中間剰余金計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書

に含まれております。 

(1）連結子会社の数  ５社 

ソロン㈱ 

㈱テレマックス 

㈱イーネット・ジャパン 

 ㈱ブロードバンド・ジャパン 

 ㈱オー．ティー．エス 

  

 ※ ㈱オー.ティー.エスは、当

中間連結会計期間において新たに

株式を取得したため連結の範囲に

含めております。 

(1）連結子会社の数   ４社 

ソロン㈱ 

㈱テレマックス 

㈱イーネット・ジャパン 

㈱ブロードバンド・ジャパン 

  

  

※ ㈱イーネット・ジャパンは、

公募増資により持分割合が減少し

たため期中において連結の範囲か

ら除外しましたが、その後追加取

得により持分割合が増加したため

再び連結の範囲に含まれておりま

す。 

 (2）非連結子会社の名称 

  ㈱デジタル・ルネッサンス 

(2）非連結子会社の名称 

  ㈱デジタル・ルネッサンス 

(2）非連結子会社の名称 

 ㈱デジタル・ルネッサンス 

  （連結の範囲から除いた理由） 

  非連結子会社㈱デジタル・ルネ

ッサンスは休眠中であるため連結

対象から除外しております。 

  上記非連結子会社の総資産、売

上高、中間純損益のうち持分に見

合う額及び利益剰余金等のうち持

分に見合う額のそれぞれの合計額

は、連結会社の総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金等のそ

れぞれの合計額に対する影響が軽

微であり、全体として中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしてお

りませんので、持分法の適用をし

ておりません。 

 （連結の範囲から除いた理由） 

  非連結子会社㈱デジタル・ルネ

ッサンスは休眠中であるため連結

対象から除外しております。 

  上記非連結子会社の総資産、売

上高、中間純損益のうち持分に見

合う額及び利益剰余金等のうち持

分に見合う額のそれぞれの合計額

は、連結会社の総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金等のそ

れぞれの合計額に対する影響が軽

微であり、全体として中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしてお

りませんので、持分法の適用をし

ておりません。 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社㈱デジタル・ルネ

ッサンスは休眠中であるため連結

対象から除外しております。 

 上記非連結子会社の総資産、売

上高、当期純損益のうち持分に見

合う額及び利益剰余金等のうち持

分に見合う額のそれぞれの合計額

は、連結会社の総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金等のそ

れぞれの合計額に対する影響が軽

微であり、全体として連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしておりま

せんので、持分法の適用をしてお

りません。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用した関連会社数   

１社 

会社の名称 

 ㈱イーネット・ジャパン 

㈱イーネット・ジャパンは公募増

資により関連会社に該当すること

となったため、当中間連結会計期

間より持分法を適用しておりま

す。 

該当事項はありません。  決算期末において該当事項はあ

りません。 

 ただし、㈱イーネット・ジャパ

ンは、公募増資により関連会社に

該当することになりましたが、そ

の後追加取得により持分割合が増

加したため、関係会社から除外し

ております。 

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

 すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

同左  すべての連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一致して

おります。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）有価証券 

① 子会社 

移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は部分資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）有価証券 

① 子会社 

同左 

② その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

同左 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ）有価証券 

① 子会社 

同左 

② その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

部分資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

 ｂ．時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

ｂ．時価のないもの 

同左 

ｂ．時価のないもの 

同左 

 (ロ）たな卸資産 

商品 移動平均法による低

価法 

 ただし、リサイクル商品

（中古品）については売価還

元法による原価法 

(ロ）たな卸資産 

同左 

(ロ）たな卸資産 

同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(イ）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）については、定額

法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(イ）有形固定資産 

定率法 

     同左 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(イ）有形固定資産 

定率法 

     同左 

  

 建物 27～34年 

構築物 3～17年 

器具備品 3～15年 

     

     

     

     

     

     

 (ロ）無形固定資産（ソフトウェ

ア） 

 社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

(ロ）無形固定資産（ソフトウェ

ア） 

同左 

(ロ）無形固定資産（ソフトウェ

ア） 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権及び破産更生債権等

の特定債権については、個別

に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

同左 

 (ロ）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち当中間連

結会計期間の負担額を計上し

ております。 

(ロ）賞与引当金 

同左 

(ロ）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、将来

の支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上してお

ります。 

 (ハ）役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

(ハ）役員退職引当金 

同左 

(ハ）役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しておりま

す。 

 (ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

 過去勤務債務は、その発生

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処理し

ております。 

(ニ）退職給付引当金 

     同左 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

 数理計算上の差異（ 92,005

千円）については発生年度に

費用処理しております。 

 過去勤務債務は、その発生

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処理し

ております。 

 (ホ）販売商品保証引当金 

 販売商品のアフターサービ

スに対する費用支出に備える

ため、保証期間内のサービス

費用見込額を過去の実績を基

礎にして計上しております。 

(ホ）販売商品保証引当金 

同左 

(ホ）販売商品保証引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5）重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップのみであり、特

例処理を採用しております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ方法…借入金 

ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債務

の範囲内でヘッジ会計を行っ

ております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

 

     同左 

 

 

 

 

 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

同左 

 (6）その他中間連結財務諸表作成

ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

(6）その他中間連結財務諸表作成

ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

(6）その他連結財務諸表作成ため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な

預金及び容易に換金可能であ

り、かつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっており

ます。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

         － 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しております。これ

により税金等調整前中間純利益は37,355千円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

  

  

  

  

 

  

         － 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



表示方法の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

  

 ──────  

 （中間連結貸借対照表） 

 連結調整勘定は、前中間連結会計期間末は、無形固定

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性が増したため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間末の連結調整勘定の金額

は、3,162千円であります。  

  

  

  

  

    



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
2,843,950千円 

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
2,853,337千円 

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
3,015,785千円 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 

定期預金 520,058千円 

建物 644,059 

土地 110,127 

差入敷金及び保証

金 
2,384,675 

投資その他の資

産 その他 
122,146 

計 3,781,066 

定期預金 520,061千円 

建物 615,934 

土地 110,127 

差入敷金及び保証

金 
2,221,257 

投資その他の資

産 その他 
113,893 

計 3,581,274 

定期預金 520,060千円 

建物 629,759 

土地 110,127 

差入敷金及び保証

金 
2,298,364 

投資その他の資

産 その他 
118,019 

計 3,676,331 

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

１年内返済予定長

期借入金 

165,470千円 

長期借入金 4,197,409  

 計 4,362,879  

１年内返済予定長

期借入金 

57,387千円 

長期借入金 3,523,886  

 計 3,581,274  

１年内返済予定長

期借入金 
214,560 千円 

長期借入金 4,014,975  

計 4,229,535 

３ 当社は、資金調達の機動性を高めるた

め、取引銀行４行との間に融資枠（コ

ミットメントライン）を設定しており

ます。 

なお、当中間連結会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は次

のとおりであります。 

３ 当社は、資金調達の機動性を高めるた

め、取引銀行４行との間に融資枠（コ

ミットメントライン）を設定しており

ます。 

なお、当中間連結会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は次

のとおりであります。 

３ 当社は、資金調達の機動性を高めるた

め、取引銀行４行との間に融資枠（コ

ミットメントライン）を設定しており

ます。 

なお、当連結会計年度末における当融

資枠に基づく借入の実行状況は次のと

おりであります。 

借入枠 2,000,000千円 

借入実行残高 － 

差引借入未実行残高 2,000,000 

借入枠 2,700,000千円 

借入実行残高 － 

差引借入未実行残高 2,700,000 

借入枠 2,200,000千円 

借入実行残高 － 

差引借入未実行残高 2,200,000 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 中間期末商品たな卸高は、低価法によ

る評価損200,334千円を行った後の金

額によって計上されております。 

※１ 中間期末商品たな卸高は、低価法によ

る評価損219,877千円を行った後の金

額によって計上されております。 

※１ 期末商品たな卸高は、低価法による評

価損197,914千円を行った後の金額に

よって計上されております。 

※２ 固定資産除売却損の内訳 ※２ 固定資産除売却損の内訳 ※２ 固定資産除売却損の内訳 

  

  

建物 24,338千円 

構築物 244 

器具備品 16,541 

土地 18,640 

計 59,763 

  

 ※３ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。  

  

 当社グループは、継続的に損益の把握を実

施している店舗をグルーピングの基本単位と

しております。 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スで、資産グループの固定資産簿価を全額回

収できる可能性が低いと判断した店舗につい

て、当該資産グループの帳簿価額を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損失

（37,355千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は、建物23,170千円及びその他

14,185千円であります。 

 当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、主に固定資産税評

価額及び減価償却計算に用いられている税法

規定等に基づく残存価額（取得原価の５％）

を基に評価しています。 

建物 93,952千円 

構築物 7,071 

車両運搬具 200 

器具備品 67,160 

ソフトウェア 19,062 

計 187,447 

場所 用途 種類 その他 

 店 舗  

(神奈川県、

東京都） 

店舗設備 
建物及び

構築物  
器具備品 

  

 建物 40,778 千円

 構築物 2,966 

 車両運搬具 100 

 器具備品 45,825 

 土地 18,640 

 計 108,210 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在）

現金及び預金勘定 3,801,850千円 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,183,309 

現金及び現金同等物 2,618,541 

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 3,482,349千円 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,183,352 

現金及び現金同等物 2,298,996 

  

 ※ 株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

  

 株式の取得により新たに㈱イーネット・ジ

ャパンを連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額

と同社取得のための支出（純額）との関係は

次のとおりであります。 

  

（平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,337,210千円 

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△1,183,318 

預金及び現金同等物 3,153,892  

  （百万円）

 流動資産 1,361

 固定資産 166

 連結調整勘定 154

 流動負債 △868

 固定負債 △27

 少数株主持分 △355

 ㈱イーネット・ジャパ

ン株式の取得価額 
431

 ㈱イーネット・ジャパ

ン現金及び現金同等物 
633

 差引：㈱イーネット・

ジャパン取得のための

支出 

△201

   



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資
産その他 

441,991 220,310 221,600 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

有形固定資
産その他 

409,125 266,195 142,930

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資
産その他 

436,031 253,987 182,043

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 82,061千円 

１年超 149,699 

合計 231,761 

１年内 75,328千円 

１年超 76,625 

合計 150,953 

１年内 79,896千円 

１年超 112,110 

合計 192,007 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 51,183千円 

減価償却費相当額 45,853 

支払利息相当額 5,459 

支払リース料 72,395千円 

減価償却費相当額 68,101 

支払利息相当額 3,583 

支払リース料 105,047千円 

減価償却費相当額 94,603 

支払利息相当額 10,380 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし残存価額を零

とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間）（平成16年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

（当中間連結会計期間）（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 224,547 225,729 1,182 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 224,547 225,729 1,182 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 40,197 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 227,547 306,463 78,916 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 227,547 306,463 78,916 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 31,923 



（前連結会計年度）（平成17年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価のない有価証券の主な内容 

（デリバティブ取引関係） 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 234,547 250,695 16,148 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 234,547 250,695 16,148 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 29,923 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

 当社グループのデリバティブ取引は金利ス

ワップのみで、すべてヘッジ会計が適用され

ています。 

同左 同左 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年 4月 1日 至平成16年 9月30日） 

 「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額は、全

セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるため、記載を省

略しております。 

当中間連結会計期間（自平成17年 4月 1日 至平成17年 9月30日） 

 「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額は、全

セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるため、記載を省

略しております。 

前連結会計年度（自平成16年 4月 1日 至平成17年 3月31日） 

 「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額は、全

セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるため、記載を省

略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年 4月 1日 至平成16年 9月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成17年 4月 1日 至平成17年 9月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成16年 4月 1日 至平成17年 3月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成16年 4月 1日 至平成16年 9月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成17年 4月 1日 至平成17年 9月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成16年 4月 1日 至平成17年 3月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

（注）1． 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式がないため

記載しておりません。 

2． 1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 503円42銭

１株当たり中間純利益 32円06銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益 
－ 

１株当たり純資産額  570円85銭

１株当たり中間純利益  38円48銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益 
－ 

１株当たり純資産額 537円22銭

１株当たり当期純利益 72円45銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
－ 

 当社は、平成16年8月20日付で株式１株につき

２株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたとし

た場合の１株当たり情報については、それぞれ

以下のとおりとなります。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

    468.86円 479.26円

１株当たり中間純利益

金額 

１株当たり中間純利益

金額  

    26.76円 36.49円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額  

     －    －  

  

  

          － 

  

  

  

         

         － 

  

  

 当社は、平成16年8月20日付で株式１株につき

２株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたとし

た場合の１株当たり情報については、それぞれ

以下のとおりとなります。 

前連結会計年度 

１株当たり純資産額  

479.26円

１株当たり中間純利益金額  

     36.49円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

 － 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 451,484 

 

  538,785      1,019,931 

普通株主に帰属しない金額 

 （千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）

純利益（千円） 
451,484   538,785  1,019,931 

期中平均株式数（千株） 14,080  14,001  14,076 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権（ス

トックオプション）１種

類。これらの詳細は、「第

４提出会社の状況、１株式

等の状況、(2）新株予約権

等の状況」に記載のとおり

であります。 

同左 同左 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（特定国内転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）発行に

ついて 

平成17年10月14日に当社取締役会決議に基づく委任により、当社代表執行役が第1回無担保転換社債型新株予約

権付社債（特定国内転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、

そのうち社債のみを「本社債」といい、本社債に付された新株予約権を「本新株予約権」という）の発行を決定

し、平成17年10月31日に本新株予約権付社債を発行いたしました。 

その概要は次のとおりであります。 

 

１ .  社債総額  金10億円 

２ ． 各本社債の金額  金2,500万円の1種 

３ ． 本新株予約権の総数  40個（各本社債に付された本新株予約権の数は1個とする） 

４ ． 新株予約権付社債券の形式  無記名式に限る。 

５ ． 利率  本社債には利息を付さない。 

６ ． 発行価額  額面100円につき金100円ただし、本社債に付された本新株予約権は無償にて発行する。 

７ ． 償還金額  額面100円につき金100円ただし、繰上償還の場合は、第12項第4号、第6号および第7号に定め

る金額による。 

８ ． 物上担保および保証 

 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 

９ ． 償還の方法および期限 

(1) 本社債の元金は、平成19年10月31日にその総額を償還する。ただし、本社債の繰上償還に関しては本項第4

号、第6号および第7号に定めるところによる。 

(2) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただし、本新株予約権のみを

消却することはできない。本社債を買入消却する場合においては、当社は本社債に付された本新株予約権につ

き、その権利を放棄するものとする。 

(3) 本社債を償還すべき日（本項第4号、第6号および第7号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下

「償還期日」という）が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。 

(4) 当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議し

た場合、当該株式交換または株式移転の効力発生日前に、残存する本社債の全部を額面100円につき金100円で繰

上償還することができる。 

(5) 当社が本項第4号の規定により本社債を償還しようとするときは、当社は当該償還期日の少なくとも1か月以

上2か月前に繰上償還をしようとする旨その他必要事項について第20項第1号①に定める方法で社債権者に対して

通知を行うものとする。 

(6) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して、毎月第

1金曜日（ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）までに、第20項第1号①

に定める方法で事前通知を行ったうえで、当該月の第3金曜日（ただし、第3金曜日が銀行休業日にあたるとき

は、その前銀行営業日とする）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を額面100円につき金100円で繰上償還

することができる。 

(7) 本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対して、毎月第

2金曜日（ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）までに、事前通知を行

い、かつ本新株予約権付社債の新株予約権付社債券を第24項記載の償還金支払場所に提出することにより、当該

月の第4金曜日（ただし、第4金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）にその保有する本

社債の全部または一部を額面100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。

10 . 本新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類 

 本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。 

 



(2) 本新株予約権の行使請求期間 

 本新株予約権付社債の社債権者は、平成17年11月1日から平成19年10月30日（第12項第4号、第6号および第7号

に定めるところにより、平成19年10月30日以前に本社債が償還される場合には、当該償還期日の前銀行営業日）

までの間いつでも、本新株予約権を行使し、本項第5号ないし第12号に定める割合をもって当社の普通株式の発

行またはこれに代えて当社が有する当社の普通株式の移転を請求することができる。 

(3) その他の本新株予約権の行使の条件 

 当社が第12項第4号もしくは第6号により本社債を繰上償還する場合には、償還期日以降本新株予約権を行使す

ることはできない。また、当社が第17項により本社債につき期限の利益を喪失した場合には当該期限の利益喪失

日以後、本新株予約権を行使することはできない。当社が第12項第7号記載の本新株予約権付社債の社債権者の

請求により本社債を繰上償還する場合には、本新株予約権付社債の新株予約権付社債券が第24項記載の償還金支

払場所に提出されたとき以後本新株予約権を行使することができない。また、本新株予約権の1個の一部を行使

することはできない。 

(4) 本新株予約権の消却事由 

 消却事由は定めない。 

(5) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 

(6) 本新株予約権の行使により発行または移転する当社の普通株式1株に払込むべき金額（以下「転換価額」と

いう）は、当初金1,140円とする。ただし、転換価額は、本項第8号ないし第12号によって修正または調整される

ことがある。 

(7) 本新株予約権の行使により発行または移転すべき当社の普通株式の株式数は、次式のとおりとする。ただ

し、転換価額が、本項第8号ないし第12号によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額

とする。この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切捨て、現金による調整は行わない。 

(8)  転換価額の修正 

 本新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日（以下「決定日」という）の翌取引日以降、転換価額は、決定日

まで（当日を含む）の3連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の

直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時価算定期間」という）の株式会社ジャスダック証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数

第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という）に修正される。なお、時価算

定期間内に、本項第9号または第12号で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額は、本要

項に従い当社が適正と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が570円（以下

「下限転換価額」という。ただし、本項第9号または第12号による調整を受ける）を下回る場合には、修正後転

換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が1,710円（以下「上限転換価額」という。ただし、本項第9号また

は第12号による調整を受ける）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。 

(9) 転換価額の調整 

 ① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、次に掲げる事由により、当社の普通株式数に変更を生ずる場合また

は変更を生ずる可能性がある場合は、転換価額を本号②に定める算式（以下「転換価額調整式」という）により

調整しなければならない。 

 (イ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を発行または商法第211条にも

とづき当社が有する当社の普通株式を処分する場合。 

 (ロ) 株式の分割により当社の普通株式を発行する場合。 

 (ハ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券または転換できる

証券を発行する場合。 

 (ニ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の発行または当社が有する当社の普

通株式の移転を請求できる新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。 

 ② 転換価額の調整は、次の転換価額調整式により行う。 

 (イ) 転換価額調整式に使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合

は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に当社が有す

る当社の普通株式数を控除するものとする。 

 (ロ) 転換価額調整式に使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項第10号②(イ)ただし書

に示される株式の分割を行う場合は、株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除

く）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の

平均値とする。平均値は円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 



 (ハ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

(10) 調整後の転換価額の適用時期は、次に定めるところによる。 

 ① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を発行または商法第211条にもと

づき当社が有する当社の普通株式を処分する場合、調整後の転換価額は、当該当社の普通株式の発行または処分

における払込期日の翌日以降、また当該当社の普通株式の発行の場合において募集のための株主割当日がある場

合はその日の翌日以降、これを適用する。 

② (イ) 株式の分割により当社の普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当

日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもっ

て株式の分割により当社の普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決

議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合は、調整後の転換価額は、当該

配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

 (ロ) 上記(イ)ただし書の場合で、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入の決

議をした株主総会の終結の日までに本新株予約権の行使をなした者に対しては、次に定める算式により当社の普

通株式を発行または移転する。この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切捨て、現金による調整は行

わない。 

 ③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券または転換できる証

券を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券の払込期日に、また募集のための株主割当日がある場合はそ

の日の終りに、その証券の全部が転換され、当社の普通株式が新たに発行されたものとみなし、その払込期日の

翌日以降または割当日の翌日以降、これを適用する。 

 ④ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の発行または当社が有する当社の普通

株式の移転を請求できる新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券の

払込期日に、また募集のための株主割当日がある場合はその日の終りに、その新株予約権または新株予約権付社

債の権利の全部が行使され、当社の普通株式が新たに発行されたものとみなし、その払込期日の翌日以降または

割当日の翌日以降、これを適用する。将来、同様の調整が起こった場合には、本規定により既発行とみなされた

潜在普通株式は、その新株予約権または新株予約権付社債の権利が行使された結果発行された普通株式数が上記

潜在株式数を上回らない限度で既発行普通株式とみなされる。 

(11) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価

額の調整は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場

合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するもの

とする。 

(12) 当社は、本項第9号①に掲げた事由によるほか、次の①ないし③に該当する場合には、当社は、必要な転換

価額の調整を行うものとする。 

 ① 株式の併合、資本の減少、会社分割または合併のために転換価額の調整を必要とするとき。 

 ② 本号①のほか、当社の普通株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を

必要とするとき。 

 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由にもとづく調整後の転換価額の算出にあ

たり使用すべき時価が他方の事由によって修正されているとみなされているとき。 

(13) 本項第8号ないし第12号により転換価額の修正または調整を行うときは、当社は、本新株予約権付社債の社

債権者に対し適用の日の前日までに必要な事項を第20項第1号①に定める方法で通知を行わなければならない。

ただし、本項第10号②(イ)ただし書に示される株式の分割を行う場合その他適用の日の前日までに前記の通知を

行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行うものとする。 

(14) 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使請求しようとするときは、当社の定める行使請求書

に行使しようとする本新株予約権付社債を表示し、行使請求の年月日等を記載して記名捺印したうえ、本新株予

約権付社債の新株予約権付社債券を添え、本項第2号に定める期間中に、当社の名義書換代理人事務取扱場所で

ある三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部（以下「行使請求受付場所」という）に提出しなければならない。

本新株予約権付社債の新株予約権付社債券が株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という）に預託されてい

る場合は、行使請求書に行使しようとする本新株予約権付社債を表示し、行使請求の年月日等を記載して記名捺

印したうえ、機構を経由して、本項第2号に定める期間中に、行使請求受付場所に提出しなければならない。 

(15) 商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは、その本新株予約権が付与

された本社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたもの

とみなす。 



(16) 本新株予約権付社債については、商法第341条ノ2第4項の定めにより、いかなる場合においても、社債部分

と本新株予約権とを分離して譲渡することができない。 

(17) 本新株予約権の行使に要する書類が、行使請求書に記載した請求の年月日経過後、行使請求受付場所に到

着したときは、到着したときに本新株予約権の行使請求があったものとみなす。 

(18) 本新株予約権の行使に要する書類を提出した者は、その後これを取り消すことはできない。 

(19) 本新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の発行価額中資本に組入れない額は、転換価

額（ただし、本項第8号ないし第12号に定めるところに従い修正または調整された場合は、修正後または調整後

の転換価額）から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、前記転換価額に0.5を乗じた金

額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切上げるものとする。 

(20) 本新株予約権の行使により発行または移転された当社の普通株式に対する最初の利益配当金または中間配

当金は、本新株予約権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日ま

でになされたときは10月1日に、それぞれ発行または移転があったものとみなしてこれを支払う。 

(21) 当社は、本新株予約権の行使手続終了後すみやかに株券を交付する。ただし、当社が定款で単元(現在1単

元は100株)未満の株式にかかる株券を発行しない旨を定める場合には、当該単元未満株式にかかる株券を交付し

ないことができる。 

(22) 当社が１単元の株式の数の定めを廃止する場合、法令の制定もしくは改廃等、本要項の規定中読み替えそ

の他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

11 . 社債管理会社の不設置 

 本社債は、商法第297条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理会社は設置されてい

ない。 

12 . 財務上の特約 

(1) 担保提供制限 

 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債の発行後、当社が国内で今後発

行する他の転換社債型新株予約権付社債（ただし、下記に定める担附切換条項が特約されている無担保転換社債

型新株予約権付社債を除く）のために担保権を設定する場合は、本新株予約権付社債のためにも担保附社債信託

法にもとづき同順位の担保権を設定するものとする。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、商法第341条ノ2

に定められた新株予約権付社債であって、商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の規定にもとづき、新株予約

権を行使したときに新株予約権付社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額

の払込がなされたものとみなす旨の決議がなされたものをいう。また、上記ただし書における担附切換条項と

は、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため

に担保権を設定するための特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 

(2) 前号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、か

つ、その旨を担保附社債信託法第77条の規定に準じて公告するものとする。 

13 ． 期限の利益喪失に関する特約 

(1) 当社は、次の各場合には本社債全額について期限の利益を喪失する（以後本新株予約権を行使することはで

きない）。 

 ① 当社が第12項の規定に違背したとき。 

 ② 当社が第16項第1号の規定に違背したとき。 

 ③④ 当社が第14項第8号ないし第13号の規定に違背し、社債権者から当社に対する所定の書面による申出後、1

か月以内にその履行をしないとき。当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来し

ても弁済することができないとき。 

 ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他の借入金

債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができな

いとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が5億円を超えない場合は、この限りでない。 

 ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を

し、または解散（合併の場合を除く）の取締役会決議をしたとき。 

 ⑦ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、会社整理もしくは特別清算の開始命令を

受け、または解散（合併の場合を除く）したとき。 

(2) 前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を第20項第1号②に定める方法で公

告する。 

 



(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされな

かった場合には、当該元本について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または弁済の提供

がなされた旨を第20項第1号②に定める方法で公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、遅延

損害金をつける。 

14 ． 新株予約権付社債券の喪失等 

(1) 本新株予約権付社債の新株予約権付社債券を喪失した者が、その種類、記番号および喪失の事由等を当社に

届け出て、かつ、公示催告手続により確定した除権決定の謄本を添えて代り新株予約権付社債券の交付を請求し

たときは、当社はこれに対し代り新株予約権付社債券を交付することができる。 

(2) 本新株予約権付社債の新株予約権付社債券の毀損または汚染したものにつき、代り新株予約権付社債券交付

の請求があったときは、当社はその毀損または汚染した新株予約権付社債券と引換えに代り新株予約権付社債券

を交付することができる。ただし、毀損の程度が大きいときまたは真偽の鑑別が困難なときは本項第1号に準ず

る。 

15 ． 代り新株予約権付社債券交付の費用 

 代り新株予約権付社債券を交付する場合は、当社は手数料としてこれに要した実費（印紙税を含む）を徴収す

る。 

16 ． 社債権者への通知の方法 

(1) 本新株予約権付社債に関して社債権者に通知をする場合は、以下のいずれかの方法によるものとする。 

 ① 証券取引法第166条第4項および同法施行令第30条第1項第2号に規定する方法による公表と同一の方法により

これを行う方法。② 公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、官報にこれを掲載する方法。 

(2) 本新株予約権付社債に関して、すべての社債権者に通知することが可能な場合には、前号の規定にかかわら

ず、法令に別段の定めがあるものを除き、当社は直接社債権者に通知することができる。 

17 ． 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に社債権者集会を

開く旨および会議の目的たる事項を公告する。 

(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3) 本社債総額の10分の1以上にあたる社債権者は、本社債を供託したうえ、会議の目的たる事項および招集の

理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。 

18 ． 社債要項の公示 

 当社は、その本店に本要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

19 ． 償還金支払場所 本社債の償還金の支払いは、以下に記載の償還金支払場所でこれを行う。 

 株式会社ノジマ  財務経理本部 

20 ． 行使請求受付場所  

 名義書換代理人  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  証券代行部 

21 ． 本新株予約権の発行価額を無償とする理由およびその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 

 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ

本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅するなど、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連

すること、並びに、本社債の利率、繰上償還および発行価額等のその他の発行条件により当社が得ることのでき

る経済的な価値と本新株予約権に内在する価値とを考慮し、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権付

社債は、転換社債型新株予約権付社債であることから、本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本

社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は、平成17年10月14日の株式会社ジャスダック証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値を5.07％上回る額とした。 

22 ． 手取金の使途  

 手取概算額990百万円については、子会社株式の取得資金に160百万円、残額を借入金返済に充当する予定であ

る。 

23 ． 上記に定めるもののほか、本新株予約権付社債の発行に関し必要な事項は、当社代表執行役社長に一任す

る。 

24 ． 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

前連結会計年度 

 該当事項はありません。 



(2）【その他】 

 訴訟について 

 当社グループの連結子会社である㈱イーネット・ジャパンは、㈱イーネット・ジャパンの元代表取締役社長 

熊本 邦彦、並びに元取締役兼情報システム部長戎 弘一に対し、平成17年 7月22日付で、下記のとおり東京地

方裁判所八王子支部に「損害賠償請求」に関する訴訟の提起をいたしました。 

訴訟内容は、 

（１）商品代金請求遅延債権のうち平成16年 6月30日現在で回収が不可能とみなされるもの 

（２）請求が遅延した売掛金の調査及び回収に要する費用 

（３）戎元取締役兼情報システム部長が定められた社内手続きを経ず、独断で発注し、開発途上にあったソフト

    ウェアの対価 

以上の合計金額２６７百万円を取締役の善管注意義務違反及び忠実義務違反に起因するものとして熊本 邦彦、

戎 弘一両名に連帯して支払いを求めるものであります。 

訴訟の状況は、第一回弁論が平成17年 9月 9日に行われた後、本件は当事者全員了解のもと、東京地方裁判所に

回付され、第ニ回、第三回弁論が、それぞれ、平成17年10月14日及び平成17年11月18日に行われ、現在係争中で

あります。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成16年 9月30日） 
当中間会計期間末 
（平成17年 9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 3,520,199   2,656,517   3,236,196   

２．受取手形   100,064   48,241   84,026   

３．売掛金  2,560,762   2,893,251   3,276,519   

４．たな卸資産  7,833,085   9,212,660   8,934,961   

５．前渡金  60,250   16,633   －   

６．その他  1,086,070   1,587,157   1,358,112   

７．貸倒引当金  △9,887   △881   △464   

流動資産合計   15,150,544 54.6  16,413,580 53.7  16,889,354 54.9 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 ※２ 3,268,730   3,466,204   3,449,854   

２．土地 ※２ 1,644,761   1,644,761   1,644,761   

３．その他  980,290   1,064,674   993,135   

有形固定資産合計   5,893,782 21.2  6,175,640 20.2  6,087,752 19.8 

(2）無形固定資産   231,692 0.8  170,379 0.6  141,204 0.4 

(3）投資その他の資産           

１．差入敷金及び保
証金 

※２ 4,687,851   4,728,283   4,776,739   

２．その他 ※２ 1,843,052   3,102,102   2,902,739   

３．貸倒引当金  △25,587   △25,587   △25,587   

投資その他の資産
合計   6,505,316 23.4  7,804,798 25.5  7,653,894 24.9 

固定資産合計   12,630,791 45.4  14,150,819 46.3  13,882,851 45.1 

資産合計   27,781,335 100.0  30,564,400 100.0  30,772,205 100.0 

           

 



  
前中間会計期間末 
（平成16年 9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年 9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形   37,361   44,241   42,123   

２．買掛金  6,114,602   7,243,691   8,193,270   

３．短期借入金   400,000   200,000   200,000   

４．１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 2,024,472   2,595,359   2,404,560   

５．１年以内償還予定
社債  100,000   1,100,000   100,000   

６．未払金  1,692,780   1,959,064   2,075,194   

７．未払法人税等  209,325   335,492   528,800   

８．賞与引当金  193,014   47,376   －   

９．その他 ※４ 576,522   632,689   772,386   

流動負債合計   11,348,079 40.8  14,157,916 46.3  14,316,336 46.5 

Ⅱ 固定負債           

１．社債  1,600,000   500,000   1,550,000   

２．長期借入金 ※２ 6,329,280   6,483,120   5,891,600   

３．販売商品保証引当
金  734,811   727,063   753,592   

４．役員退職引当金  101,717   113,048   105,571   

５．退職給付引当金  713,616   663,996   645,227   

６．預り保証金  402,803   458,570   433,387   

７．長期前受収益  38,319   24,795   31,557   

固定負債合計   9,920,547 35.7  8,970,594 29.4  9,410,936 30.6 

負債合計   21,268,627 76.5  23,128,510 75.7  23,727,273 77.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   1,529,572 5.5  1,529,572 5.0  1,529,572 4.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  1,945,518   1,945,518   1,945,518   

資本剰余金合計   1,945,518 7.0  1,945,518 6.4  1,945,518 6.3 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  80,227   80,227   80,227   

２．任意積立金  97,200   97,200   97,200   

３．中間（当期）未処
分利益  2,837,443   3,820,779   3,434,035   

利益剰余金合計   3,014,870 10.9  3,998,206 13.1  3,611,462 11.7 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   35,384 0.1  51,395 0.1  41,989 0.1 

Ⅴ 自己株式   △12,636 △0.0  △88,802 △0.3  △83,609 △0.3 

資本合計   6,512,708 23.5  7,435,889 24.3  7,044,932 22.9 

負債資本合計   27,781,335 100.0  30,564,400 100.0  30,772,205 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   39,647,821 100.0  45,808,849 100.0  85,179,922 100.0 

Ⅱ 売上原価   33,411,439 84.3  38,555,700 84.2  71,659,692 84.1 

売上総利益   6,236,382 15.7  7,253,149 15.8  13,520,229 15.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※５  5,657,837 14.3  6,691,410 14.6  11,816,879 13.9 

営業利益   578,544 1.4  561,738 1.2  1,703,350 2.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  390,979 1.0  440,399 0.9  818,540 1.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  118,475 0.3  105,743 0.2  228,685 0.3 

経常利益   851,048 2.1  896,394 1.9  2,293,205 2.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  1,045 0.0  90,698 0.2  7,049 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４  496,342 1.2  208,234 0.4  652,330 0.8 

税引前中間（当
期）純利益   355,751 0.9  778,858 1.7  1,647,925 1.9 

法人税、住民税及
び事業税  150,307   272,807   709,809   

法人税等調整額  16,969 167,276 0.4 48,128 320,936 0.7 80,158 789,968 0.9 

中間（当期）純利
益   188,474 0.5  457,922 1.0  857,956 1.0 

前期繰越利益   2,648,968   3,364,047   2,648,968  

自己株式処分差損 
    

－ 
    

△1,189 
    

△2,485 
   

 中間配当額 
    

－ 
    

－ 
    

70,404 
   

中間（当期）未処
分利益   2,837,443   3,820,779   3,434,035  

           



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会

社株式 

 移動平均法による原価

法 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

   ②その他有価証券 

イ．時価のあるもの 

 中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は部分

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定） 

  ②その他有価証券 

イ．時価のあるもの 

同左 

  ②その他有価証券 

イ．時価のあるもの 

 決算日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は部分資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定） 

 ロ．時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

ロ．時価のないもの 

同左 

ロ．時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

 移動平均法による低価

法 

 ただし、リサイクル商

品（中古品）については

売価還元法による原価法 

(2）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用し

ております。 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

(1）有形固定資産 

定率法 

    同左 

  

(1）有形固定資産 

定率法 

    同左   

  

 建物 27～34 年 

構築物 3～17 年 

器具備品 3～15 年 

  

 (2）無形固定資産（ソフト

ウェア） 

 社内における利用可能

期間（５年）に基づく定

額法 

(2）無形固定資産（ソフト

ウェア） 

同左 

(2）無形固定資産（ソフト

ウェア） 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権及

び破産更生債権等の特定

債権については個別に回

収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上してお

ります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額の

うち当中間会計期間の負

担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

    － 

 (3）販売商品保証引当金 

 販売商品のアフターサ

ービスに対する費用支出

に備えるため、保証期間

内のサービス費用見込額

を過去の実績を基礎にし

て計上しております。 

(3）販売商品保証引当金 

同左 

(3）販売商品保証引当金 

同左 

 (4）役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく当中間期末要支給額

を計上しております。 

(4）役員退職引当金 

同左 

(4）役員退職引当金 

 役員退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上

しております。 

 (5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の 

見込額に基づき、当中間

会計期間末のおいて発生

していると認められる額

を計上しております。 

 過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額

法により費用処理してお

ります。 

(5）退職給付引当金 

    同左 

(5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務の見込額

に基づき、計上しており

ます。 

 数理計算上の差異

（87,322千円）について

は、発生年度に費用処理

しております。 

 過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額

法により費用処理してお

ります。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

４．リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップのみであり、特

例処理を採用しております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ方法…借入金 

ヘッジ方針 

 金利リスクの低減並びに金

融収支改善のため、対象債務

の範囲内でヘッジ会計を行っ

ております。 

    同左 

  

  

  

  

  

  

同左 

６．その他の中間財務

諸表等（財務諸表

等）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっており

ます。 

  

同左 

  

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 3月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前会計年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

  （固定資産の減損に係る会計基準）   

 ー  当中間会計期間より、固定資産の減損会

計に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年 8月 9日））及び固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針第6

号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税引前中間純利益は26,339

千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

  

 ー 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 
（平成16年 9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年 9月30日） 

前事業年度末 
（平成17年 3月31日） 

※１ 有形固定資産の減

価償却累計額 

2,707,552千円 2,716,717千円 2,855,007千円 

※２ 担保提供資産  担保に供している資産及びこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。 

 担保に供している資産及びこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。 

 担保に供している資産及びこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。 

 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

 定期預金 520,058千円 

建物 644,059 

土地 110,127 

差入敷金及び

保証金 
2,384,675 

投資その他の

資産 その他 
122,146 

計 3,781,066 

定期預金 520,061千円 

建物 615,934 

土地 110,127 

差入敷金及び

保証金 
2,221,257 

投資その他の

資産 その他 
113,893 

計 3,581,274 

定期預金 520,060千円 

建物 629,759 

土地 110,127 

差入敷金及び

保証金 
2,298,364 

投資その他の

資産 その他 
118,019 

計 3,676,331 

 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

 １年以内返済

予定長期借入

金 

165,470千円 

長期借入金 4,197,409  

 計 4,362,879  

１年以内返済

予定長期借入

金 

57,387千円 

長期借入金 3,523,886  

 計 3,581,274  

１年以内返済

予定長期借入

金 

214,560千円

長期借入金 4,014,975 

計 4,229,535 

 ３ 偶発債務  関係会社の金融機関からの借入金

に対する保証は次のとおりでありま

す。 

 関係会社の金融機関からの借入金

に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。 

 関係会社の金融機関からの借入金

に対する保証は次のとおりでありま

す。 

 ㈱テレマックス 90,000千円 ㈱テレマックス 60,000千円 ㈱テレマックス 70,000千円 

        関係会社の取引先からの仕入債務

に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。 

  

㈱イーネット・ 

ジャパン 
15,945 千円

     

     

※４ 消費税等の表示方

法 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

同左 同左 

 ５ コミットメントラ

イン 

 当社は資金調達の機動性を高める

ため、取引銀行４行との間に融資枠

（コミットメントライン）を設定し

ております。 

 なお、当中間会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は

次のとおりであります。 

 当社は資金調達の機動性を高める

ため、取引銀行４行との間に融資枠

（コミットメントライン）を設定し

ております。 

 なお、当中間会計期間末における

当融資枠に基づく借入の実行状況は

次のとおりであります。 

 当社は資金調達の機動性を高める

ため、取引銀行４行との間に融資枠

（コミットメントライン）を設定し

ております。 

 なお、当期末における当融資枠に

基づく借入の実行状況は次のとおり

であります。 

 借入枠 2,000,000千円 

借入実行残高 － 

差引借入末実行残

高 
2,000,000 

借入枠 2,500,000千円 

借入実行残高 －  

差引借入末実行残

高 
2,500,000 

借入枠 2,000,000千円 

借入実行残高 －  

差引借入末実行残

高 
2,000,000 



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

※１ 営業外収益のう

ち重要なもの 

受取利息 12,240千円 

仕入割引 341,804 

受取利息 13,679千円 

仕入割引 390,991 

受取利息 28,748千円 

仕入割引 720,357 

※２ 営業外費用のう

ち重要なもの 

支払利息 107,744千円 支払利息 90,355千円 支払利息 213,891千円 

※３ 特別利益のうち

重要なもの 

投資有価証券売却益 1,045千円 投資有価証券売却益 43,708千円 

投資有価証券評価損

戻入益  
46,921  

 

※４ 特別損失のうち

重要なもの 

投資有価証券評価損 35,895千円 

固定資産売却損 36,249 

固定資産除却損 17,187 

システム障害に伴う

過年度たな卸減耗損 356,323

 

会員権評価損 14,000 

保証金等解約損 27,643 

減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

  

  

  

 当社は、継続的に損益の把握を実施

している店舗をグルーピングの基本単

位としております。 

 営業活動から生じる損益が継続して

マイナスで、資産グループの固定資産

簿価を全額回収できる可能性が低いと

判断した店舗について、当該資産グル

ープの帳簿価額を回収可能額まで減額

し、当該減少額を減損損失（26,339千

円）として特別損失に計上しました。

その内訳は、建物13,021千円、構築物

1,013千円及びその他12,304千円であ

ります。 

 当該資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、主

に固定資産税評価額及び減価償却計算

に用いられている税法規定等に基づく

残存価額（取得原価の５％）を基に評

価しています。 

固定資産除却損 152,674千円 

保証金等解約損 

減損損失 

7,220

26,339

 

   
   

場所 用途 種類 その他

 店舗

（神奈川

県 

店舗設

備  

建物及

び構築

物  

器具備

品  

固定資産除却損 58,512千円 

固定資産売却損 37,103 

保証金等解約損 68,160 

システム障害に伴う

過年度棚卸減耗損 

356,323 

電話加入権評価損 65,610 

    

※５ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 258,094千円 

無形固定資産 37,154 

  

  

有形固定資産 306,157千円 

無形固定資産 40,893 

  

有形固定資産 555,468千円 

無形固定資産 75,474 



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形
固定
資産
その
他 

441,911 220,310 221,600

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

有形
固定
資産
その
他 

375,911 235,226 140,684

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

有形
固定
資産
その
他 

412,911 234,335 178,575

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 1年内 82,061千円 

1年超 149,699千円 

合計 231,761 

1年内 75,328千円 

1年超 74,371千円 

合計 149,699 

１年内 76,185千円 

１年超 112,110千円 

合計 188,295 

 ３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 支払リース料 51,183千円 

減価償却費相当

額 
45,853 

支払利息相当額 5,459 

支払リース料 42,185千円 

減価償却費相当

額 
37,891 

支払利息相当額 3,583 

支払リース料 98,834千円 

減価償却費相当

額 
88,878 

支払利息相当額 10,154 

 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成16年9月30日）  

  関係会社株式で時価のあるもの 

 当中間会計期間末（平成17年9月30日）  

  関係会社株式で時価のあるもの 

 前事業年度末（平成17年3月31日）  

  関係会社株式で時価のあるもの 

（１株当たり情報） 

（注）１．潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載

しておりません。 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 30,001 4,492,800 4,462,798 

合計 30,001 4,492,800 4,462,798 

 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 470,806 1,529,580 1,058,773 

合計 470,806 1,529,580 1,058,773 

 
貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 461,451 3,125,880 2,664,428 

合計 461,451 3,125,880 2,664,428 

前中間会計期間 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成16年 9月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 4月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年 4月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

１株当たり純資産額  462円52銭

１株当たり中間純利益 13円39銭

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益 
－ 

１株当たり純資産額 531円15銭

１株当たり中間純利益 32円71銭

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益 
－ 

１株当たり純資産額 503円29銭

１株当たり当期純利益  60円95銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益 
－ 

 当社は、平成16年8月20日付で株式１株につき

２株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたとし

た場合の１株当たり情報については、それぞれ

以下のとおりとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

    453.59円 457.33円

１株当たり中間純利益

金額 

１株当たり当期純利益

金額  

    15.24円 18.22円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額  

     － －    

    

  

  

  

  

前事業年度 

 1株当たり純資産額 

457.33円

 1株当たり当期純利益 

 18.22円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 － 



２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 188,474 457,92     857,956 

普通株主に帰属しない金額 

 （千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間（当期）

純利益（千円） 
188,474 457,922    857,956 

期中平均株式数（千株） 14,080 14,001      14,076 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権（ス

トックオプション）１種

類。これらの詳細は、「第

４提出会社の状況、１株式

等の状況、(2）新株予約権

等の状況」に記載のとおり

であります。 

同左 同左 



（重要な後発事象） 

       前中間会計期間 

     該当事項はありません。 

  

     当中間会計期間 

 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（特定国内転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）発行について 

平成17年10月14日に当社取締役会決議に基づく委任により、当社代表執行役が第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

（特定国内転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみ

を「本社債」といい、本社債に付された新株予約権を「本新株予約権」という）の発行を決定し、平成17年10月31日に本

新株予約権付社債を発行いたしました。 

その概要は次のとおりであります。 

 

１ .  社債総額  金10億円 

２ ． 各本社債の金額  金2,500万円の1種 

３ ． 本新株予約権の総数  40個（各本社債に付された本新株予約権の数は1個とする） 

４ ． 新株予約権付社債券の形式  無記名式に限る。 

５ ． 利率  本社債には利息を付さない。 

６ ． 発行価額  額面100円につき金100円ただし、本社債に付された本新株予約権は無償にて発行する。 

７ ． 償還金額  額面100円につき金100円ただし、繰上償還の場合は、第12項第4号、第6号および第7号に定める金額

に  よる。 

８ ． 物上担保および保証 

 本社債には物上担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 

９ ． 償還の方法および期限 

 (1) 本社債の元金は、平成19年10月31日にその総額を償還する。ただし、本社債の繰上償還に関しては本項第4号、第

6 号および第7号に定めるところによる。 

(2) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただし、本新株予約権のみを消却する

ことはできない。本社債を買入消却する場合においては、当社は本社債に付された本新株予約権につき、その権利を放棄

するものとする。 

(3) 本社債を償還すべき日（本項第4号、第6号および第7号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還期

日」という）が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰上げる。 

(4) 当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、

当該株式交換または株式移転の効力発生日前に、残存する本社債の全部を額面100円につき金100円で繰上償還することが

できる。 

(5) 当社が本項第4号の規定により本社債を償還しようとするときは、当社は当該償還期日の少なくとも1か月以上2か月

前に繰上償還をしようとする旨その他必要事項について第20項第1号①に定める方法で社債権者に対して通知を行うもの

とする。 

(6) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して、毎月第1金曜日

（ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）までに、第20項第1号①に定める方法で事

前通知を行ったうえで、当該月の第3金曜日（ただし、第3金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とす

る）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を額面100円につき金100円で繰上償還することができる。 

(7) 本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対して、毎月第2金曜日

（ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）までに、事前通知を行い、かつ本新株予

約権付社債の新株予約権付社債券を第24項記載の償還金支払場所に提出することにより、当該月の第4金曜日（ただし、

第4金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする）にその保有する本社債の全部または一部を額面100円

につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 

10 . 本新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類 

 本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とする。 

(2) 本新株予約権の行使請求期間 

 本新株予約権付社債の社債権者は、平成17年11月1日から平成19年10月30日（第12項第4号、第6号および第7号に定める

ところにより、平成19年10月30日以前に本社債が償還される場合には、当該償還期日の前銀行営業日）までの間いつで

も、本新株予約権を行使し、本項第5号ないし第12号に定める割合をもって当社の普通株式の発行またはこれに代えて当

社が有する当社の普通株式の移転を請求することができる。 



(3) その他の本新株予約権の行使の条件 

 当社が第12項第4号もしくは第6号により本社債を繰上償還する場合には、償還期日以降本新株予約権を行使することは

できない。また、当社が第17項により本社債につき期限の利益を喪失した場合には当該期限の利益喪失日以後、本新株予

約権を行使することはできない。当社が第12項第7号記載の本新株予約権付社債の社債権者の請求により本社債を繰上償

還する場合には、本新株予約権付社債の新株予約権付社債券が第24項記載の償還金支払場所に提出されたとき以後本新株

予約権を行使することができない。また、本新株予約権の1個の一部を行使することはできない。 

(4) 本新株予約権の消却事由 

 消却事由は定めない。 

(5) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 

(6) 本新株予約権の行使により発行または移転する当社の普通株式1株に払込むべき金額（以下「転換価額」という）

は、当初金1,140円とする。ただし、転換価額は、本項第8号ないし第12号によって修正または調整されることがある。 

(7) 本新株予約権の行使により発行または移転すべき当社の普通株式の株式数は、次式のとおりとする。ただし、転換価

額が、本項第8号ないし第12号によって修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額とする。この場合に1

株未満の端数を生じたときは、これを切捨て、現金による調整は行わない。 

(8)  転換価額の修正 

 本新株予約権付社債の発行後、毎月第3金曜日（以下「決定日」という）の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで（当

日を含む）の3連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日まで

の3連続取引日とする。以下「時価算定期間」という）の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通

取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を

切り捨てる。以下「修正後転換価額」という）に修正される。なお、時価算定期間内に、本項第9号または第12号で定め

る転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後転換価額は、本要項に従い当社が適正と判断する値に調整される。ただ

し、かかる算出の結果、修正後転換価額が570円（以下「下限転換価額」という。ただし、本項第9号または第12号による

調整を受ける）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が1,710円（以下「上限転換価

額」という。ただし、本項第9号または第12号による調整を受ける）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額

とする。 

(9) 転換価額の調整 

 ① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、次に掲げる事由により、当社の普通株式数に変更を生ずる場合または変更を

生ずる可能性がある場合は、転換価額を本号②に定める算式（以下「転換価額調整式」という）により調整しなければな

らない。 

 (イ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を発行または商法第211条にもとづき当

社が有する当社の普通株式を処分する場合。 

 (ロ) 株式の分割により当社の普通株式を発行する場合。 

 (ハ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券または転換できる証券を発

行する場合。 

 (ニ) 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の発行または当社が有する当社の普通株式の

移転を請求できる新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合。 

 ② 転換価額の調整は、次の転換価額調整式により行う。 

 (イ) 転換価額調整式に使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は、調整

後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日に当社が有する当社の普通株式

数を控除するものとする。 

 (ロ) 転換価額調整式に使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（ただし、本項第10号②(イ)ただし書に示され

る株式の分割を行う場合は、株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く）の株式会社ジ

ャスダック証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値とする。平均値は円

位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

 (ハ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 

(10) 調整後の転換価額の適用時期は、次に定めるところによる。 

 ① 転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を発行または商法第211条にもとづき当社

が有する当社の普通株式を処分する場合、調整後の転換価額は、当該当社の普通株式の発行または処分における払込期日

の翌日以降、また当該当社の普通株式の発行の場合において募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降、こ

れを適用する。 

 ② (イ) 株式の分割により当社の普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌

日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割に

より当社の普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総会の終結

の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合は、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議を



した株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

 (ロ) 上記(イ)ただし書の場合で、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入の決議をした

株主総会の終結の日までに本新株予約権の行使をなした者に対しては、次に定める算式により当社の普通株式を発行また

は移転する。この場合に1株未満の端数を生じたときは、これを切捨て、現金による調整は行わない。 

 ③ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券または転換できる証券を発行

する場合、調整後の転換価額は、その証券の払込期日に、また募集のための株主割当日がある場合はその日の終りに、そ

の証券の全部が転換され、当社の普通株式が新たに発行されたものとみなし、その払込期日の翌日以降または割当日の翌

日以降、これを適用する。 

 ④ 転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式の発行または当社が有する当社の普通株式の移

転を請求できる新株予約権または新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券の払込期日に、また

募集のための株主割当日がある場合はその日の終りに、その新株予約権または新株予約権付社債の権利の全部が行使さ

れ、当社の普通株式が新たに発行されたものとみなし、その払込期日の翌日以降または割当日の翌日以降、これを適用す

る。将来、同様の調整が起こった場合には、本規定により既発行とみなされた潜在普通株式は、その新株予約権または新

株予約権付社債の権利が行使された結果発行された普通株式数が上記潜在株式数を上回らない限度で既発行普通株式とみ

なされる。 

(11) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整

は行わないこととする。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調

整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 

(12) 当社は、本項第9号①に掲げた事由によるほか、次の①ないし③に該当する場合には、当社は、必要な転換価額の調

整を行うものとする。 

 ① 株式の併合、資本の減少、会社分割または合併のために転換価額の調整を必要とするとき。 

 ② 本号①のほか、当社の普通株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とす

るとき。 

 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由にもとづく調整後の転換価額の算出にあたり使用

すべき時価が他方の事由によって修正されているとみなされているとき。 

(13) 本項第8号ないし第12号により転換価額の修正または調整を行うときは、当社は、本新株予約権付社債の社債権者に

対し適用の日の前日までに必要な事項を第20項第1号①に定める方法で通知を行わなければならない。ただし、本項第10

号②(イ)ただし書に示される株式の分割を行う場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないとき

は、適用の日以降すみやかにこれを行うものとする。 

(14) 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使請求しようとするときは、当社の定める行使請求書に行使し

ようとする本新株予約権付社債を表示し、行使請求の年月日等を記載して記名捺印したうえ、本新株予約権付社債の新株

予約権付社債券を添え、本項第2号に定める期間中に、当社の名義書換代理人事務取扱場所である三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社証券代行部（以下「行使請求受付場所」という）に提出しなければならない。本新株予約権付社債の新株予約権付

社債券が株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という）に預託されている場合は、行使請求書に行使しようとする本

新株予約権付社債を表示し、行使請求の年月日等を記載して記名捺印したうえ、機構を経由して、本項第2号に定める期

間中に、行使請求受付場所に提出しなければならない。 

(15) 商法第341条ノ3第1項第7号および第8号により、本新株予約権を行使したときは、その本新株予約権が付与された本

社債の全額の償還に代えて本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとみなす。 

(16) 本新株予約権付社債については、商法第341条ノ2第4項の定めにより、いかなる場合においても、社債部分と本新株

予約権とを分離して譲渡することができない。 

(17) 本新株予約権の行使に要する書類が、行使請求書に記載した請求の年月日経過後、行使請求受付場所に到着したと

きは、到着したときに本新株予約権の行使請求があったものとみなす。 

(18) 本新株予約権の行使に要する書類を提出した者は、その後これを取り消すことはできない。 

(19) 本新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の発行価額中資本に組入れない額は、転換価額（ただ

し、本項第8号ないし第12号に定めるところに従い修正または調整された場合は、修正後または調整後の転換価額）から

資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額とは、前記転換価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満

の端数を生じる場合はその端数を切上げるものとする。 

(20) 本新株予約権の行使により発行または移転された当社の普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、

本新株予約権の行使が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたとき

は10月1日に、それぞれ発行または移転があったものとみなしてこれを支払う。 

(21) 当社は、本新株予約権の行使手続終了後すみやかに株券を交付する。ただし、当社が定款で単元(現在1単元は100

株)未満の株式にかかる株券を発行しない旨を定める場合には、当該単元未満株式にかかる株券を交付しないことができ

る。 

 



(22) 当社が１単元の株式の数の定めを廃止する場合、法令の制定もしくは改廃等、本要項の規定中読み替えその他の措

置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。 

11 . 社債管理会社の不設置 

 本社債は、商法第297条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理会社は設置されていない。 

12 . 財務上の特約 

(1) 担保提供制限 

 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債の発行後、当社が国内で今後発行する他

の転換社債型新株予約権付社債（ただし、下記に定める担附切換条項が特約されている無担保転換社債型新株予約権付社

債を除く）のために担保権を設定する場合は、本新株予約権付社債のためにも担保附社債信託法にもとづき同順位の担保

権を設定するものとする。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、商法第341条ノ2に定められた新株予約権付社債であ

って、商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の規定にもとづき、新株予約権を行使したときに新株予約権付社債の全額

の償還に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとみなす旨の決議がなされたも

のをいう。また、上記ただし書における担附切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に

期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定するための特約、または当社が自らいつでも担保権を設定

することができる旨の特約をいう。 

(2) 前号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その

旨を担保附社債信託法第77条の規定に準じて公告するものとする。 

13 ． 期限の利益喪失に関する特約 

(1) 当社は、次の各場合には本社債全額について期限の利益を喪失する（以後本新株予約権を行使することはできな

い）。 

 ① 当社が第12項の規定に違背したとき。 

 ② 当社が第16項第1号の規定に違背したとき。 

 ③④ 当社が第14項第8号ないし第13号の規定に違背し、社債権者から当社に対する所定の書面による申出後、1か月以内

にその履行をしないとき。当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来しても弁済すること

ができないとき。 

 ⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対

して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、

当該債務の合計額（邦貨換算後）が5億円を超えない場合は、この限りでない。 

 ⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立をし、また

は解散（合併の場合を除く）の取締役会決議をしたとき。 

 ⑦ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、会社整理もしくは特別清算の開始命令を受け、ま

たは解散（合併の場合を除く）したとき。 

(2) 前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を第20項第1号②に定める方法で公告する。 

(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場

合には、当該元本について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた旨を第

20項第1号②に定める方法で公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、遅延損害金をつける。 

14 ． 新株予約権付社債券の喪失等 

(1) 本新株予約権付社債の新株予約権付社債券を喪失した者が、その種類、記番号および喪失の事由等を当社に届け出

て、かつ、公示催告手続により確定した除権決定の謄本を添えて代り新株予約権付社債券の交付を請求したときは、当社

はこれに対し代り新株予約権付社債券を交付することができる。 

(2) 本新株予約権付社債の新株予約権付社債券の毀損または汚染したものにつき、代り新株予約権付社債券交付の請求が

あったときは、当社はその毀損または汚染した新株予約権付社債券と引換えに代り新株予約権付社債券を交付することが

できる。ただし、毀損の程度が大きいときまたは真偽の鑑別が困難なときは本項第1号に準ずる。 

15 ． 代り新株予約権付社債券交付の費用 

 代り新株予約権付社債券を交付する場合は、当社は手数料としてこれに要した実費（印紙税を含む）を徴収する。 

16 ． 社債権者への通知の方法 

(1) 本新株予約権付社債に関して社債権者に通知をする場合は、以下のいずれかの方法によるものとする。 

 ① 証券取引法第166条第4項および同法施行令第30条第1項第2号に規定する方法による公表と同一の方法によりこれを行

う方法。② 公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、官報にこれを掲載する方法。 

(2) 本新株予約権付社債に関して、すべての社債権者に通知することが可能な場合には、前号の規定にかかわらず、法令

に別段の定めがあるものを除き、当社は直接社債権者に通知することができる。 

17 ． 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に社債権者集会を開く旨お

よび会議の目的たる事項を公告する。 



(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3) 本社債総額の10分の1以上にあたる社債権者は、本社債を供託したうえ、会議の目的たる事項および招集の理由を記

載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。 

18 ． 社債要項の公示 

 当社は、その本店に本要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

19 ． 償還金支払場所 本社債の償還金の支払いは、以下に記載の償還金支払場所でこれを行う。 

 株式会社ノジマ  財務経理本部 

20 ． 行使請求受付場所  

 名義書換代理人  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  証券代行部 

21 ． 本新株予約権の発行価額を無償とする理由およびその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 

 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予

約権が行使されると代用払込により本社債は消滅するなど、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連すること、並び

に、本社債の利率、繰上償還および発行価額等のその他の発行条件により当社が得ることのできる経済的な価値と本新株

予約権に内在する価値とを考慮し、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権付社債は、転換社債型新株予約権付

社債であることから、本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初転換価額

は、平成17年10月14日の株式会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を5.07％上回る額とし

た。 

22 ． 手取金の使途  

 手取概算額990百万円については、子会社株式の取得資金に160百万円、残額を借入金返済に充当する予定である。 

23 ． 上記に定めるもののほか、本新株予約権付社債の発行に関し必要な事項は、当社代表執行役社長に一任する。 

24 ． 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

   

    前事業年度 

      該当事項はありません。 



(2）【その他】 

    平成17年11月15日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

    （イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・69,988千円 

    （ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・5円00銭 

    （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・平成17年12月2日 

    （注） 平成17年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払を行います。 

  



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第43期）（自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日）平成17年 6月27日関東財務局長に提出 

  

(2）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（第44期）（自 平成17年 9月14日 至 平成17年 9月30日）平成17年10月 6日関東財務局長に提出 

 報告期間（第44期）（自 平成17年10月 1日 至 平成17年10月31日）平成17年11月 4日関東財務局長に提出 

 報告期間（第44期）（自 平成17年11月 1日 至 平成17年11月30日）平成17年12月 7日関東財務局長に提出 

 (3)有価証券届出書 

   平成17年10月14日関東財務局長に提出 

  

 (4)有価証券報告書の訂正報告書 

   平成17年12月 7日関東財務局長に提出 

  事業年度（第43期）（自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書で 

  あります。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成16年12月16日

株式会社ノジマ    

 取締役会 御中   

 霞が関監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮地 五郎  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小林 和夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ノジマの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成

16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ノジマ及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月21日

株式会社ノジマ    

 取締役会 御中   

 霞が関監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮地 五郎  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小林 和夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ノジマの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社ノジマ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

追記情報 

  

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期間よ

り固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月31日に新株予約権付社債10億円を発行した。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成16年12月16日

株式会社ノジマ    

 取締役会 御中   

 霞が関監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮地 五郎  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小林 和夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ノジマの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第43期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平成16

年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ノジマの平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４月１日か

ら平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成17年12月21日

株式会社ノジマ    

 取締役会 御中   

 霞が関監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 宮地 五郎  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 小林 和夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ノジマの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第44期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ノジマの平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

追記情報 

 

  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間より固定資

産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年10月31日に新株予約権付社債10億円を発行している。 

 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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